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第１章 はじめに 

 

 

「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利

用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画のことであり、農林漁

業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活

動を確保しようとするものである。 

その中でも、都市施設である都市計画道路は、都市の将来像を誘導すると

ともに、円滑な都市活動を支え、都市生活者の利便性の向上を図り、良好な

都市環境を確保するために定めるもので、その整備には長期間を要すること

から、その実現に向け一定の継続性が要請されるものであることを前提に、

長期的な視点から都市計画に定めてきた。 

しかし、現在決定されている都市計画道路網は、人口の増加、都市の高度

成長を前提とされたものが多く、近年の人口減少や超高齢社会の進行、経済

の低成長、市街地の拡大の収束等の社会経済情勢の変化を踏まえると、目指

すべき都市の将来像と必ずしも合致していないものが存在している可能性が

ある。 

本来、長期にわたり事業が行われていない都市計画道路の変更は慎重に行

われるべきものではあるが、これまではあまりにも慎重すぎたきらいもあり、

今後は、現在の社会経済情勢の変化を踏まえた上で、都市全体又は影響する

地域全体の都市計画道路網を検討し、必要性が変化しつつある路線について

は、必要性の変更理由を明らかにした上で見直しを行うことが求められてい

る。 

 

このような背景をもとに、本ガイドラインは、整備の見通しが立っていな

い都市計画道路の見直しを行うにあたっての基本的な考え方や手順及び検討

方法等をとりまとめたものであり、都市計画道路の見直しを行う際の指針と

して利用されることを目的に策定したものである。 
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第２章 見直しの背景 

２－１ 見直しの背景 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
２－２ 見直しの目的 
 

 

 

 

 
 
 
都市計画道路は、都市の将来像を誘導するとともに、将来交通需要に対応して計画

され、その実現に向け一定の継続性が要請されるものであるが、長期的にみれば都市

の将来像も変わりうるものであるため、整備の見通しが立っていない都市計画道路に

ついて、社会経済情勢の変化により都市計画道路の必要性に変化が生じてないかどう

かの再評価を行う必要がある。 
 
 

都市計画道路の必要性、事業化の実現性、土地利用の状況等を総合的に評価し、「存

続」「変更」「廃止」の方向性を定め、見直しを行うことにより、目指すべき都市の将

来像に沿った道路網の構築を図る必要がある。 
 
 

都市計画道路は、その整備を行うことを前提として定めるものであり、将来の都市

計画道路の円滑な施行を確保するため建築制限等を行うことになる。 

このため、都市計画道路の見直しの方針を明確にし、住民に適切な情報提供を行う

ことにより、行政としての説明責任を果たすとともに、住民に身近で、より信頼され

る計画とする必要がある。 

  整備の見通しが立っていない都市計画道路について、社会経済情勢の変化を踏ま

えた上で、必要性、実現性等の総合的な再評価を実施し「存続」「変更」「廃止」の

見直しを行うことにより、目指すべき都市の将来像に沿った道路網の構築を図ると

ともに、行政としての説明責任を果たすことを目的とする。 

 社会経済情勢の変化により、目指すべ

き都市の将来像に変化が生じつつあり、

これらに対応したまちづくりが求めら

れている。 

社会経済情勢の変化 

◆人口減少、超高齢社会の進行 

◆経済の低成長や財政状況の悪化 

◆市町村合併による行政区域の変化 

◆市街地の拡大傾向の収束及び中心 

市街地の空洞化 

◆環境負荷の増大 

 

①都市計画道路の必要性の再評価 

②目指すべき都市の将来像に沿った道路網の構築 

③行政としての説明責任 
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第３章 都市計画道路の現状 

３－１ 都市計画道路の決定状況及び整備状況 
〔県内の都市計画道路の現況（平成 19 年 3 月 31 日時点）〕 

・都市計画道路の決定状況・・・路線数 357 路線、計画延長約 731km 

・都市計画道路の改良率・・・・改良率約 50.3％、改良延長約 368km 
   

〔県内の都市計画道路の整備状況（平成 19 年 3 月 31 日時点）〕 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔未整備区間を有する路線の経過年数（平成 19 年 3 月 31 日時点）〕 

 

 

 

 

 

 

３－２ 他県との比較 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）平成 17 年都市計画年報（平成 17 年 3 月 31 日現在） 

都市計画決定（変更）
からの経過年数 路線数 延長(km)

10年未満 47 85.71
10年以上20年未満 50 134.02
20年以上30年未満 37 59.05
30年以上 106 84.97

計 240 363.75

※２
一部整備着手済路線
１２７路線

※１
未着手路線
１１３路線

30年以上経過している
未着手路線
５６路線

全線
整備済路線
１１７路線

整備済路線
１７２ｋｍ

整備着手済路線
３８７ｋｍ

未着手路線
１７２ｋｍ

長期未着手路線
４４ｋｍ

全線
整備済路線
１７１．８３ｋｍ

一部整備着手済路線
３８７．８８ｋｍ
（整備済　１９５．７２ｋｍ）
（未整備　１９２．１６ｋｍ）

未着手路線
１７１．５９ｋｍ

30年以上経過している
未着手路線
４３．８４ｋｍ

路線数 路線延長 

58.3%
54.7%

50.4% 48.1%

55.0% 52.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

香川 高知 徳島 愛媛 全国平均 四国平均

〔都市計画道路の改良率〕 

2.24

1.76

1.49

1.26

1.70 1.69

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

高知 香川 徳島 愛媛 全国平均 四国平均

〔市街化区域内及び用途区域内の 
都市計画道路密度（改良済密度）〕 
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第４章 長期未着手都市計画道路の抱える課題 

 

 

 

 

 

 

    

第５章 見直しの基本姿勢 

 

 

 

 

 

 

・ 都市計画決定された道路については、長期的視点からその必要性が従来位置づけ

られてきたものであり、単に長期未着手であるとの理由だけで路線や区間毎に見直

しを行うことは望ましくなく、都市全体あるいは関連する都市計画道路全体の配置

等を検討する中で見直されるべきである。 
 
・ 見直しの対象路線が広域的な交通を担うものではないと想定される路線にあって

は、影響の及ぶ範囲が一部の市街地に限られることを確認した上で、その市街地の

範囲を対象に検討を行うことが考えられる。 
  
・ 必要性があると判断された路線にあっても、効率的・効果的な道路網を構築する

観点から、既存道路の有効活用や新たに追加する路線等の代替路線についても検討

を行う必要がある。 
 
・ 必要性があり、かつ、代替路線がないと判断された路線については、支障となる

建築物の状況や景観・自然環境への影響の度合、道路構造令との整合の観点から総

合的に評価して、その存続の是非の検討を行う必要がある。 
 
・ 都市計画道路の廃止や幅員の縮小は、当該道路の必要性がなくなった場合や代替

路線が別途整備された場合等が考えられる。また都市計画道路の変更を行う場合に

は、その変更理由を明らかにし、建築制限に関する関係者を含めた地域社会の合意

形成を念頭においた上で行うべきである。 

道路の都市計画については、都市全体又は影響のある地域全体における都市計画道

路の必要性、既存道路等の代替路線の有効活用、事業の実現性等について総合的に検

討を行い、見直しの必要がある場合にはその変更理由を明らかにし、住民との合意形

成を行った上で都市計画の変更を行うべきである。 

 

都市計画道路は、都市計画法第 53 条に基づき建築制限を行っていることから、こ

れが長期間になると、有効な土地利用や地権者の将来生活設計にも支障が生じている

ことも考えられるとともに、都市計画に対する信頼性の失墜の原因となる可能性があ

る。 
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第６章 見直しの検討方法 

６－１ 見直し作業の流れ 
都市計画道路の見直し作業は、以下のフローにより行い、見直し対象路線の「存続」

「変更」「廃止」の方針を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

必要性なし 

必要性あり 

支障なし 支障あり 
（対応可能）

代替路線なし 

代替路線あり 

フィードバック 

ステップ１ 見直し対象路線の抽出（路線別） 

YES 

YES 

NO 

NO 

YES 

NO 

都市計画変更の手続き 

支障なし 

支障あり 

支障あり 

支障なし 

将来交通量推計 

幹線街路である路線 

未整備区間を含む路線 

 

見直し対象路線 

ステップ２ 見直し対象路線の検証・評価（区間別）

１．対象路線の現状把握 

２．路線の必要性の検証 

３．代替路線の検証 
（路線の追加も含む） 

変更候補路線 

ステップ３ 見直し方針の策定 

（１）将来交通量の再検証  

存続路線 

見直し方針の再検討 

道路網の見直し 

（２）交通実態の整理 

(a) 現況交通量の把握 
(b) 見直し前の道路網 

の将来交通量推計 

（１）交通量調査 

・道路交通センサス 
  の活用 
・パーソントリップ 
調査 

・自動車 OD 調査 
・現況交通量調査  等 

廃止路線 変更路線 

（２）交通実態の整理 
(c) 見直しを反映した 

道路網の将来交通 
量推計 

４．事業の実現性の検証 

存続候補路線 廃止候補路線 

（２）住民との合意形成 

事業着手の予定がない区間を含む路線 

機能変更 
の検討 

支障あり 
（対応不可）

見直し対象外 
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６－２ 将来交通量推計 
  

 

 

 

 

 

 
 
 

（１）交通量調査 

将来交通量の推計は、道路交通センサスを活用して行うことが考えられるが、道

路交通センサスのみでは、必要な精度を確保するためのデータ数が確保できない場

合などは、補完するための自動車 OD 調査やスクリーンライン調査等の交通量調査

を実施することも考えられる。 

 

（２）交通実態の整理 

道路交通センサスなどの既存資料や自動車 OD 調査等により、「(a)現況交通量の

把握」を行うとともに、既決定の都市計画道路が、現在想定される将来自動車交通

需要に対応しているかどうか確認するため、「（b）見直し前の道路網の将来交通量

推計」を行う。 

また、見直しを反映した都市計画道路網が交通計画上支障が生じないか確認する

ため、「（c）見直しを反映した道路網の将来交通量推計」を行う。 

 

（a）現況交通量の把握 

    現況の道路網について、既存資料や自動車 OD 調査等により現在の交通量を把握。 

（b）見直し前の道路網の将来交通量推計 

    既決定の都市計画道路が全て整備された場合の道路網（都市計画道路以外の道

路も考慮）について将来交通量を推計。 

（c）見直しを反映した道路網の将来交通量推計 

見直しを反映した都市計画道路が全て整備された場合の道路網（都市計画道路

以外の道路も考慮）について将来交通量を推計。 

 

 

 

 

 

都市計画は概ね 20 年後を想定し計画を策定するため、将来予測の年次は、当分の

間平成 42 年とする。また、将来交通量を推計する場合のゾーン区分の設定は、Cゾー

ンを基本とする。 

将来交通量の推計は、道路交通センサスを活用することを基本とし、必要に応じて、

パーソントリップ調査、自動車 OD 調査、現況交通量調査等の交通量調査を行って推

計する。 

なお、上位となる Bゾーンデータは、四国地方幹線道路協議会のとりまとめる四国

地域将来交通量推計のデータを、活用することとする。 
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６－３ 見直し対象路線の抽出（ステップ１） 
見直しの対象路線は、次の全ての条件に該当する未着手路線とする。 

  

 

 

 

 

◆道路種別 

  都市計画道路のうち幹線街路を対象とする。自動車専用道路、区画街路及び特殊

街路は、原則として見直し対象外とする。 

※ 幹線街路以外の都市計画道路である自動車専用道路、区画街路、特殊街路につい

ては、特定の機能や目的を果たすため、あるいは局所的な土地利用に対応して定め

られているため、原則として見直し対象とはせず、必要に応じて個別に検討するも

のとする。 

 

◆整備状況 

見直しの時点で未整備区間を有する路線を見直しの対象とする。 

※ 未整備区間とは、各路線のうち整備済み区間及び事業を実施している区間を除

いた区間とする。 

 

◆事業予定 

  見直しの時点で事業着手の予定がなく、今後 20 年以内に事業着手の見込みが明

確になっていない区間を有する路線を見直し対象とする。 

なお、事業計画があり、整備が確実な路線については、事業着手の予定があるも

のとし、見直し対象外とする。 

※ マスタープランの目標年次が概ね 20 年後であることから、通常であれば少な      

くとも 20 年後までには事業着手する必要がある。そのため、20 年以内に事業着

手の見込みが明確になっていない場合は、見直し対象とする。 

 

〔見直し対象路線〕 

幹線街路 

未整備区間を含む路線 自動車 

専用道路 事業着手の予定がな

い未整備区間がある 

全ての未整備区間につい 

て事業着手の予定がある 

全区間整備 

済みの路線 

区画街路 特殊街路 

見直し 

対象外 
見直し対象路線 見直し対象外 

◆ 道路種別：都市計画道路のうち幹線街路である路線 

◆ 整備状況：未整備区間を含む路線 

◆ 事業予定：事業化されておらず今後も事業着手の予定がない路線 
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６－４ 見直し対象路線の検証、評価（ステップ２） 
 

 

 

 
同一路線においても、それぞれの区間で必要性・実現性が異なる場合があるため、

見直し対象路線の検証、評価は区間別に行う。 
また、これらの検証は路線カルテにより行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見直し対象路線について、路線カルテにより、現状を把握した上で、路線の必要性、

代替路線及び事業の実現性の検証を行い、路線の「存続」「変更」「廃止」の方向付け

を行う。 

 

 

路線の概要 
  ① 都市計画決定の概要 

路線の現状 
  ② 交通状況 
  ③ 沿道状況 
  ④ 長期未着手の要因 

１．対象路線の現状把握 

交通機能 
  ⑤ 自動車交通需要との整合 
  ⑥ 交通混雑の緩和 
ネットワーク機能 

  ⑦ 関連計画における位置づけ 
  ⑧ 広域ネットワークの形成 
  ⑨ 地域内のネットワークの形成 
  ⑩ アクセス機能 
地域のまちづくり 

  ⑪ 地域のまちづくり支援 
  ⑫ 公共交通の利用促進 
  ⑬ 都市環境機能 
  ⑭ 都市防災機能 

２．路線の必要性の検証 

３．代替路線の検証 

４．事業の実現性の検証 

現地状況 
  ⑯ 支障建築物 
  ⑰ 景観や自然環境への影響 
構造上の問題 

  ⑱ 道路構造令との整合 

必要性なし 
（○が１つもない） 

廃止候補路線 

必要性あり（○が１以上ある） 

変更候補路線 
廃止候補路線 

代替路線 
あり 

代替路線なし 

代替路線 
  ⑮ 代替路線（路線の追加も含む）等の有無

支障なし 
（⑯～⑱の項目に×が１つもない） 

存続候補路線 変更候補路線 

対応可能 

対応不可 

支障あり 
（⑯～⑱の項目に×が１つ以上ある） 

ステップ２ 見直し対象路線の検証・評価（区間別）

 

機能変更の必要性の 
有無を検討 

ルートや幅員等の変更により、
事業の実現にあたり支障とな 
る要因（⑯～⑱）を解消する 
ことが可能かどうか検討する。

 住民との合意形成の見込み（任意項目） 
⑲ 住民からの要望（任意項目） 
⑳ 都市計画法第 53 条許可状況(任意項目) 
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６－５ 見直し方針の策定（ステップ３） 
 

 

 

■見直し方針の策定方法 

  見直し方針の策定は、次のフローに従って行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ２で分類した各見直し候補路線（存続・変更・廃止）について、都市全体

又は影響のある地域全体の路線を対象として以下の項目について検討し、最終的な見

直し方針を決定する。 

（１）将来交通量の再検証 

（２）住民との合意形成 

 

 

（１）将来交通量の再検証 

（２）住民との合意形成 

支障なし 

存続路線 変更路線 廃止路線 

ステップ３ 見直し方針の策定 

 

支障なし 

 交通計画に支障が生じた場合
は、道路網の見直し（幅員の変更、
新規路線の追加、他路線の変更）
を行う。 

支障あり 

道路網の見直し 

 見直しを反映した道路網について、交
通計画に支障が生じないか検証する。 
 
・将来交通量の推計（H42 推計） 

 合意が得られなかった場合は、
住民意見等を考慮し、見直し方針
の再検討を行う。 

見直し方針の再検討 

支障あり 見直しの変更理由、必要性や見直しに
至った経緯等を住民に対し十分に説明し
理解を得る。 
 
 主な手法 
・説明会 
・パブリックコメント 
・住民参加の検討会 
・住民アンケート 

ステップ２へ 
フィードバック 

ステップ２へ 
フィードバック 

都市計画変更の手続き 



10 

第７章 関係機関との調整について 

都市計画道路の見直しにより変更が生じる場合は、都市計画手続きを円滑に進めるた

め、また、その後の事業を円滑に進めるため、関係機関と十分な協議を行う必要がある。 

また、都市計画道路の見直しにより道路の整備計画等との不整合が生じないか、道路

管理者に確認する必要がある。 

関係機関との調整は、時間を要することが考えられるため、早い段階から開始するこ

とが望ましい。 

 

〔協議機関〕 

協議機関 内容 関連法 

国土交通省 

四国地方整備局 

国の利害との調整 都市計画法 

第 18 条 

都道府県 広域的見地からの調整 

都道府県の定める都市計画との整合 

都市計画法 

第 19 条 

市町 基礎的自治体の意見尊重 都市計画法 

第 18 条 

道路管理者 将来管理者との調整 

 

都市計画法 

第 23 条 

道路管理者 接続・交差協議 任意 

交通管理者 

(県警本部交通担当部署、 

所管警察署交通部署) 

交通処理計画協議（交差点協議等） 任意 

河川管理者 河川との交差協議 任意 

鉄道管理者 鉄道との交差協議 任意 

港湾管理者 港湾計画との調整（港湾区域内） 任意 

埋設企業者 埋設計画等との調整 任意 

バス事業者 将来バス系統網計画との調整 任意 
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第８章 ガイドラインの運用について 

８－１ 運用の基本 
このガイドラインは、都市計画道路の見直しを行う場合のアウトラインを示したもの

であり、適正な都市計画道路網の策定に向けた見直し作業への取組を促進するものであ

る。 

そのため、本ガイドラインは各市町が地域の実情に合わせて見直すことを妨げるもの

ではない。 

 

８－２ 市町と県の主な役割 
  

 

 

 

・ 市町は、本ガイドラインを活用し、地域の実情に応じた都市計画道路の見直しに

努める。そのため、路線カルテによる評価、住民との合意形成手法等について、各

市町の実情に応じて見直すことも考えられる。 

・ 県は、広域的な観点及び県の定める都市計画との整合を図る観点から、市町や関

係機関等と調整を図りながら、市町の見直しに対し協力する。 

   

８－３ 見直しの時期 
都市計画道路の見直しは、社会経済情勢の変化を考慮し、都市計画道路の必要性等に

変化が生じた場合に適時適切に見直すものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 市町は、ガイドラインを活用し、主体的に都市計画道路の見直しに努める 

◆ 県は、広域的な見地から助言するとともに、市町と連携・調整・協力をする。 


